
 
 
独占禁止研究会御中            平成 28 年 6 月 28 日 
本日の研究会に参加できないため、論点整理について以下の通り意見を申し上げたい。 
                       村上 政博 
意見 
カルテルについては、上限金額を売上高算定率 20%、基準売上高算定率を 10％とし、多

数の考慮要素を明記した上限方式の裁量型課徴金を導入すべきである。 
ちなみに、カルテルに係る課徴金減免制度については、裁量型課徴金制度を導入すると、

ＥＵ競争法の制裁金減免制度と同一の運用が可能である。 
排除型私的独占を含む私的独占については、上限算定率を売上高算定率 3%程度とする裁

量型課徴金に変更して、その場合、公取委は 3%、1，5%、0%の算定率を乗じた額の課徴金

を課すことができるようにすべきである。 
不当な取引制限には、カルテル以外にも共同の取引拒絶、業務提携、垂直的制限を対象

行為として含むのであって、カルテル以外の違反行為について売上高算定率 3%程度を上限

算定率とする裁量型課徴金を導入して、公取委が 3%、1，5%、0%の算定率を乗じた額の課

徴金を課すことができるようにすべきである。 
要するに、ＥＵ競争法と同様に、3 条違反行為すべてを裁量型課徴金制度の対象行為とす

る上限方式の裁量型課徴金制度を設けるべきである。 
したがって、論点整理において、排除型私的独占とカルテル以外の不当な取引制限に該

当する行為について裁量型課徴金制度の対象行為にすることを取り上げるべきである。 
また、内閣府審査手続懇談会報告では、①大陸法系（ＥＵ型）の裁量型課徴金制度の導

入と②事情聴取時の弁護士立会・弁護士顧客間の秘匿特権付与という防御権の保障の実現

を見合いにしたのであって、この研究会を通じて双方を実現することが望ましい。 
裁量型課徴金の制度設計の詳細については、別添の論文を参照してもらえれば幸いであ

る。 
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